
船舶事故等調査報告書 

                                    平成２２年７月２９日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０広第１９号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２１年１２月２７日 １２時１０分ごろ 

発生場所 島根県松江市恵
え

曇
とも

町
ちょ

北
う

東方沖 多古
た こ

鼻
はな

灯台から真方位２８２°４.２海里

付近 

（概位 北緯３５°３７．１′ 東経１３３°００.３′） 

事故等調査の経過  平成２２年２月２５日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 祐生
ゆうせい

丸、１９トン Ａ 漁船 １０８
 船舶番号、船舶所有者等 

   ＳＮ２―２７５２、祐生水産有限会社 
 

Ｂ 漁船 第二豊
ほう

要
よう

丸、１.０９トン 

   ＳＮ３－１９５１９、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  甲板員、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

Ｂ 船長、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部に擦過傷 

Ｂ 船首部にき
．
裂 

 事故等の経過  Ａ船は、船長ほか１人が乗り組み、恵曇町北東方沖を約１４.３ノットの

対地速力で北東進中、Ｂ船は、船長が１人で乗り組み、漂泊して漁ろう

中、平成２１年１２月２７日１２時１０分ごろ、両船が衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風力 ２ 

海象：潮汐 下げ潮の初期 

分析 乗組員等の関与 あり 

船体・機関等の関与 なし 

気象・海象の関与 なし 

判明した事項の解析  Ａ船が恵曇町北東方沖を北東進中、甲板員Ａ

が、適切な見張りを行っていなかったものと考え

られる。 

 Ｂ船は、漂泊して漁ろう中、船長Ｂが、Ａ船と

の衝突を避けるための動作をとらなかったものと

考えられる。 

原因  本事故は、恵曇町北東方沖において、Ａ船が北東進中、Ｂ船が漂泊して

漁ろう中、甲板員Ａが、適切な見張りを行わず、また、船長Ｂが、Ａ船と

の衝突を避けるための動作をとらなかったため、両船が衝突したことによ

り発生したものと考えられる。 

 

 




